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序

本書は、柏崎市教育委員会が令和元 (2019)年度に各種土木工事に伴い実施した試掘・確

認調査の記録集です。

遺跡調査とは、過去の人間活動とそれをめぐる環境に関する情報を還跡から抽出し、収

集する作業と辞典に記されています。還跡を発掘調査すると、土器や石器などの遺物、

建物跡や水路跡などの遣構が発見されます。これらは人間活動を示す情報となり、 主な調

査成果として公開されます。一方、遺跡の時代とその前後の自然環境を示す情報も得られ

ます。長年かけて堆積した土層を観察すると、以前の自然環境や人の手が加わった土地で

あるかなどが分かります。現在の住宅地もかつては古沼であったり、砂丘を幾度も整地し

て市街地が造成されたことなどが遺跡調査で明らかとなるのです。近年実施されている試

掘・確認調査は、 1件で広範囲を対象とすることが多く、市内各地の古い環境に関する情

報を収集することにつながっています。環境の情報を全面的に公開することは少ないです

が、柏崎の士地の生い立ちを知るうえで有益なデータといえるでしょう。

当市で実施する試掘 ・確認調査は、柏崎市内追跡発掘調査事業として国県の補助金を得

て実施しています。第30期となる令和2(2020)年度は、これまでに6件の調査を実施して

います。あわせて、令和元年度（第29期）に実施した調査の整理業務も継続して行ってい

ます。本書では、第29期に実施した計7件の調査の記録を収録しています。主な成果として

は、 2つの新たな遺跡を発見しました。工事と埋蔵文化財保護の両立を図るため、協誂資料

を得ることのできる試掘調査等の重要性は高いといえます。各調査で得られた資料の蓄積

が、地域の方々の目に触れ、文化財の保存・活用へとつながれば幸いに思います。

最後に、埋蔵文化財の保護に御理解と御協力をいただいた各土木工事等の事業主体者及

び関係各位、日頃から本事業に格別なる御助力と御配慮をいただいている新潟県教育委員

会、そして調査に御尽力いただいた調査員 ・補助員の皆様に対し、深く感謝と御礼を申し

上げます。

令和2 (2020)年12月

柏崎市教育委員会

教育長近藤喜祐



＝ロ例

l. 本報告書は、新潟県柏崎市における各種の士木工事等に伴って実施した試掘調査 ・確認調査等の記録

である。

2.本報告書は、柏崎市教育委員会が主体となり 、国 ・県の補助金を得て平成3(1991)年度から実施し

ている「柏崎市内追跡発掘調査等事業」により作成した。令和2(2020)年度は第30年次（第30期）で

あることから、本報告密は『柏崎市の追跡30』とした。

3.第30期で刊行する本報告書は、令和元 (2019)度に実施した、合計7件の試掘調査等の報告を所収す

る。試掘調査等の内訳は、周知の埋蔵文化財包蔵地における確認調査3件、試掘調査3件、工事立会1件

である。

4.各調査の現場業務は、主に博物館職員及び埋蔵文化財事務所のスタッフを調査員 ・調査補助員として

実施した。

整理 ・報告芯作成業務は、 埋蔵文化財事務所（柏崎市西山町坂田）において、職員（学芸員）を中

心に行った。

5.調査によって出土した造物の注記は、各辿跡 ・地区等の略称の他、試掘坑名、恩序等を併記した。

6.本事業で出土した遺物並びに調査や整理業務の過程で作成した図面 ・記録類は、すべて一括して柏崎

市教育委員会（埋蔵文化財車務所）が保管 ・管理している。

7.本報告害の執筆は、次のとおりの分担執筆とし、編集は平吹が行った。

第II章 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 品田高志

第V章、第VII章 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・ 中島義人

その他 ．． ． ．．．．．．．．．．．．．．． ． ．．． ．． ．．．．．．． ．．．．． ． ． ． ． ．．．．．． ． ．．．．．．．． ．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．• 平吹靖

8.本密掲載の固面類の方位は全て真北（座標北）である。

9.発掘調査から本書作成に至るまで、それぞれの事業主体者及ぴ関係者等から様々な御協力と御理解を

賜った。記して厚く御礼を申し上げる次第である。

山口町内会 黒滝町内会 和田町内会 上条コミュニテイセンター 五日市 ・内方地区

活性化委員会 黒滝地区ほ場整備推進協議会 和田地区土地改良推進協議委員会 柏崎土地

改良区 新潟県（柏崎地域振典局） 新潟県教育委員会 柏崎市

（順不同 ・敬称略）
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I 序説

1 令和元 (2019)年度柏崎市の埋蔵文化財業務

柏崎市教育委員会（以下、柏崎市教委とする）では、補助事業として第29期となる令和元 (2019)年

度も国県の補助金を得て緊急目的の試掘調査等を実施し、第 30期となる令和 2(2020)年度（当該年度）

に整理作業を継続した。本書には、おもに令和元 (2019)年度に実施した試掘調査等について調査成果を

掲載した。以下では、令和元 (2019)年度の調査業務について概餓する。

業務概要 令和元 (2019)年度、市教委では、文化財保護法第93条の届出 8件、第94条の通知 21件

を受理した（平成30(2018)年度、届出 11件、通知 15件）。また、土木工事等に係る埋蔵文化財の所在

確認が 67件（平成 30(2018)年度、 55件）、不動産調査に係る所在確認は 78件（平成30(2018)年度、

86件）依頼があった。

実施した調査（現場業務）としては、本発掘調査 1件、試掘調査・確認調査 6件、工事立会 14件である。

また、各種調査に伴う整理作業も並行して進めており 、3冊の報告書（『柏崎市の遺跡29』・『長嶺川田・

長嶺江蔀の塚』・『西岩野 3』)を刊行している［柏崎市教委2019・同 2020a・同 2020b]。

その他、柏崎市立博物館において企画展示を 2件開催した。1件目は「西岩野辿跡と弥生時代後期の柏崎」

と題し、平成29(2017) 年度の発掘調査で大きく注目された西岩野迫跡と同時代の他の造跡の調査成果

について逍物と写真などを展示した。目玉となる西岩野遺跡の方形周溝墓から出土した勾玉、管玉、ガラ

ス小玉は、ネックレス状に組み合わせて展示した。2件目は「いにしえの宝石展ー身にまとう石ー」と題し、

柏崎の地中から発掘された装飾品を集成して展示した。縄文時代、弥生時代、古墳時代に作られた装飾品

の移り変わりがたどれるよう工夫した。石の加工には多大な労力が必要であること、社会の変化に伴い所

有者の性格も徐々に変わっていくことなどの解説を加えた。

試掘調査 ・確認調査 各種の開発事業等について、施工区域内における遺跡の有無等を確認するための

試掘調査、範囲 ・性格・内容等の概要までを把握するための確認調査を実施した。令和元 (2019)年度に

実施した全6件の試掘調査 ・確認調査を原因事業別にまとめると、県営ほ場整備事業 3件（黒滝地区、畔

屋本村追跡、和田地区）、県かんがい排水工事 1件（郷ヶ原追跡 l次）、県道改良工事 1件（上沢田辿跡）、

市道（集落道）改良工事 l件（郷ヶ原遥跡2次）となる。なお、平成 30(2018)年度に実施した試掘調

査 ・確認調査の件数は8件、平成 29(2017)年度の実施件数が 6件であり、柏崎市における調査件数は、

近年、横ばい状態となる。ただし、県営ほ場整備事業に係る試掘・確認調査の調査対象面積については近

年増加傾向にある。試掘確認調査に伴う報告書は、本書 l冊と保存目的調査の『西岩野 3』1冊を刊行し

ている。

工事立会 調査対象範囲が狭小な場合や、工事による追跡への影閣が軽微である場合などにおいて実施

した。令和元 (2019)年度に実施した 14件（造跡）の工事立会を原因事業別にみると、県営ほ場整備事

業8件（小寺島南遺跡、布目遺跡、大割辿跡、新道高畑造跡、前谷地追跡、前掛り追跡、下南下追跡、

十ニヶ崎追跡）、県かんがい排水工事 1件（郷ヶ原辿跡）、県道改良工事2件（西岩野遺跡、馬場 ・天神腰

-1 -



追跡）、市下水道工事 1件（丘江遺跡） 、その他民間工事2件（箕輪遺跡、剣野E追跡）となる。 うち、県

営ほ場整備事業に係る大割追跡の工事立会については、遺物 ・追構がまとまって発見され、その内容を本

密に掲載するものとした。民間工事は住宅建築に係るものが大半であり、 1遺跡に対し複数の建築工事が

対象となる場合がある。文化財保獲法の通知・届出とともに件数が多い状況が継続している。

本発掘調査 記録保存のための本発掘調査として、市道工事に伴う藤元町西追跡 1件を実施した。古代

～近世の追物と辿構が発見された。鯖石川下流域における砂丘後背地に営まれた集落遺跡であることが分

かった。また、本発掘調査に伴う報告書『長嶺川田遺跡・長嶺江添の塚』 1冊を刊行することができた。

道跡名 ・地区名 所在地 関査原因 4月 5 6 7 8 9 10 11 12 l 2 3 対象面積rrl 渇載章 備考

本覺蠣●査

藤元町西遺跡 経元町 市道改良工事 820 

試纏●董・確匿●査

郷ヶ原遺跡1次 山口 県かんがい徘水事業 l 169 ID 

黒滝地区 県滝 県営1ま場整備 370,000 IV 

畔屋本村遺跡 畔屈 県営ほ場翌備 300 V 

和田地区 西山町和田 県営ほ場益備 130,000 VI 

上沢田遺跡 西山町坂田 県道改良工事 ＇ 540 Vll 

郷ヶ原遺跡2次 山口 市（集落）道改良工寡 I 748 1, 

工事立会

小寺島南遺跡 新道 県常ほ湯整俯l

布目遺跡 堀 県営ほ場整偏 l l 
大割遺跡 西山町五日市 駄営ほ場整傭 n 

新道高畑遺跡 新道 県道改良工耶

前谷地遺跡 堀 貼営ほ場整備

前掛り遺跡 新道 県営1ま場毀備 I 
箕輪遺跡 半田一Tl3 民間工事 l 11 l 
西岩野遺跡 山本 県道改良工事

馬場 ・天神楼遺跡 南条 県道改良工事

下南下遺跡 南下 県営ほ場整偏

郷ヶ原遺跡 山口 県営かんがい徘水事業

十ニヶ崎遺跡 南下 県営ほ場整備事業 l 
刻野E遺跡 米山台五T目 民間工事

丘江遺跡 茨目三T自 市下水道工事

第 1図 令和元 (2019)年度柏崎市埋蔵文化財調査（現場業務）工程表

年度／業務
令和元 (2019)年度 令和 2(2020)年度
現場業務・整理業務 賂理業務

調査主体 柏崎市教育委員会教育長近藤喜祐

所 管 菊物館埋蔵文化財係

総 括
近藤拓郎（教育部長） 飯田 間（教育部長）

小黒利明（館長）

監 理 小池久明（館長代理兼係長） 中村克昭（係長）

庶 務 断野智佳（非常勤職員）

調査担当
平吹 蛸（（主主任・学芸員）
中島義人 任・学芸員）
品田嘉志（再任用・学芸員）

池田朝子（業務専門員） 池田朝子 （業務専門員）
調査員 白井かおり（業務専門員） 白井かおり （（業業務務専専門門員員）） 

徳間香代子

調査 ・整理 池田文江、 加藤章恵、 白川智恵、 徳間香代子、 池田文江、 加藤添恵、 白JII智恵、 山岸サチ子
補助員 山岸サチ子

第 1表 柏崎市内遺跡発掘調査等事業調査体制
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2 調査体制

令和元 (2019)年度の現場業務から令和 2(2020)年度の報告書刊行に至るまでの調査体制は、第 1表

のとおりである。

3 柏崎平野と試掘調査等の位置

柏崎平野概観 新潟県の中央部は中越地方と呼ばれている。中越は、椋高 1,500m級以上の連山が続く

東側と、河）1 |や海岸に沿って発達した段丘 • 平野がみられる西側に区分されるが［小林ほか 2008] 、 柏崎

平野は西側の一部である。柏崎平野は、鯖石川と鵜川を主要河川として形成された臨海沖積平野であり、

各河川は個々に独立した水系を持っている。そして、信濃川水系の越後平野や関川水系による頚城平野と

は、丘陵や山塊による分水嶺によって隔されており 、ひとつの独立した平野を形成している。

柏崎平野を取り巻く丘陵 ・山塊は、東頸城丘陵の一部である。柏崎平野一帯の丘陵地形は、北流する鵜

）l|．鯖石川によって西部・中央部・北～東部に 3分され、それぞれ米山 ・黒姫山 ・八石山の刈羽三山を頂

点とする。西部は、米山を頂点とした傾斜の強い山塊であり、現在も隆起を続けているとされている。こ

れら山塊・丘陵地形の広がりは海岸にまで達し、米山海岸と称される国定公園の景勝地を形成する。米山

海岸の景観は、沿岸部に低位・中位・高位の各段丘による断崖が顕著であり、沖積地は少なく 、海辺は漂

石海岸で砂浜もほとんどみられないことが特徴となっている。中央部は、黒姫山を頂点に北へ緩やかに高

度を下げ、沖籾地に接する一帯には広い中位段丘を形成するとともに、その北側には湿地性の強い沖積地

が広がっている。北～東部は、北東方向の背斜軸に沿って、西山丘陵・曽地丘陵・八石山丘陵が北から規

則的に並び、向斜軸に沿って別山川・長鳥川といった鯖石川の支流が南西に流れ出る。

平野の地形は、中・上部更新統～完新統からなる段丘、多くが地下に埋没した上部更新統からなる古（旧

期）砂丘のほか、更新統の最上部～完新統からなる河道 ・旧河道・自然堤防・後背湿地・新砂丘などに区

分される［柏崎平野団体研究グループ1979]。日本海に洗われる北西部は海岸に沿って荒浜砂丘 ・柏崎砂

丘が横たわり、現在では柏崎の市街地がこれを毅っている。平野部をなす沖和地は、砂丘後背地として湿

地性が強く、鵜）11．鯖石川の蛇行により、各所に幾筋もの自然堤防が形成されている。なお、柏崎平野に

は、柏崎市のほかに刈羽郡西山町 ・同郡刈羽村・同郡高柳町が所在したが、平成 17(2005)年 5月に西

山町・高柳町が柏崎市に合併したため、現在は別山川流域の一部に刈羽村域がある以外は、柏崎市域が大

半を占めている状況である。柏崎北部では、西山町 ・刈羽村を流れる別山川が沖積地を形成している。鯖

石川の最大の支流となる別山川は、西山町町内における上中流部では幅の狭い沖積地を作りだし、下流部

となる刈羽村域では急激に幅を広げて柏崎平野の北端部を形成する。

令和元 (2019)年度試掘調査等の位置 令和元 (2019)年度に実施した試掘 ・確認調査 6件および工事

立会 1件について本書で報告している。これらの調査位置を市内主要河川の流域別にみると、鵜川中流域

3件（郷ヶ原遺跡 1・2次、黒滝地区）、鯖石川中流域 1件（畔屋本村造跡）、別山川中流域3件（大割辿跡、

和田地区、上沢田追跡）という内訳になる（第 2図参照）。別山）1|中流域と鯖石川中流域での調査が多く 、

地形的には沖籾地での調査が大半となる。黒滝地区は約 37haの調査対象面積となり、扇状地から沖和地

にかけて広範囲で調査を行った。それぞれの位置や環境については、各章を参照されたい。
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大割迫跡

郷ヶ原辿跡（第 l,次）

黒滝地区

畔屋木村迪跡
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第2図―令和元.(2019)年度埋蔵文化財i
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11 大割遺跡

一県営経営体育成基盤整備事業（五日市 ・内方地区）に伴う工事立会報告一

1 調査に至る経緯

大割遺跡 (No.1035)は、柏崎市西山町五日 市字大割に所在する。周辺地一帯は、別山川中流域の左岸

域に該当 し、 東側に横たわる曽地丘陵からは、幾筋もの小河川が西流、別山川へと合流するが、開析され

ずに残された丘陵が独立丘として点在する。大割迫跡は、別山川支流の妙法寺川右岸、野崎迫跡が立地す

る独立丘南側の沖積地に展開していた。

辿跡は、新潟県柏崎地域振興局農業振興部が事業主体となる県営経営体育成基盤整備事業（五日市・内

方地区）の対象エリア内に所在する。遺跡の発見は、平成28(2016)年に実施された第2次試掘調査によっ

て確認されたもので、五日市前田迫跡、番ケ表迫跡、城ケ崎追跡とともに新発見とされた。遣跡の範囲は、

東西 180m、南北 210mの規模で、ややゆがんだ楕円形とされている。時代は、出土した弥生土器 ・土師

器 ・須恵器から、弥生時代後期～古墳時代前期、平安時代とされ、検出遺構にはヒ ッ゚ト・ 土坑 ・溝などが

存在するものとして報告されている［柏崎市教委 2017]。

試掘調査によって得られた造物包含層や遺構確認面の深度等データは、整地工に伴う切盛など区画賂理

の設計に活用される。平成30(2018)年 10月 24日、柏振農第 492号により 、作成された整地エ切盛図

とともに、文化財保護法第94条第 1項の通知が提出された。これに対し市教委は、「整地エの切土厚が

31 - 37cmとなる部分があるが、隣接する試掘坑では深度約 40cm (TP-40) - 100 cm (TP-41) で辿物包

含層を検出 しており 、掘削は遣物包含陪に達しない」、また「パイプラインエの掘削深度は最大79cmだが、

造跡深度以下では掘削幅が lm未漑」となることなどを根拠に、工事立会との判断で新潟県教育委員会教

育長宛に副申した。そ して、平成30(2018)年 11月 6日付、教文第 1086号により 、県教育長から工事

立会等の指示がなされたのである。

平成31(2019)年 4月 23日、当該事業担当からパイプラインの施エルートにおいて、迎跡の状況を事

前に確認する必要が生じたと して、試掘工実施にあたって工事立会を依頼された。対象は掘削深度が深く

なる田区分水工 8か所である。令和元 (2019)年 5月 8日、事業担当者及び施工業者とともに試掘エ掘削

の工事立会を実施した6 その結果、試掘坑8か所のうち、6か所から遺構と遣物ないしそのどちらかが検

出された。パイプラインエはそもそも掘削幅 lm未渦であり 、工事立会の実施という取扱いに変更は生じ

なかった。 しかし、問題は迫物包含陪並びに造構確認面が、整地工に係る切土深度より浅く 、削平されて

しまうことが判明した点である。事業主体者との協議の結果、遺物包含屈が耕作土直下となる区画に対し

ては、現田面を維持した造成に変更、切土深度が遺構確認面以下となる区画に対しては、あくまでも工事

立会の範疇として耕作土の表土剥ぎを実施、検出された造構は発掘し逐次記録保存することで合意した。

第2次となる工事立会は、令和元 (2019)年 5月 14日から培手、同月 17日まで実施した。追構の検出

は、14日では 10基程度と希薄であったが、15日に南側へ立会範囲を拡張すると迫構が急増し、当初は逐

次発掘調査を実施して、記録保存の処置を講じた。 ところが、15日午後、検出造構が 200基を超える事
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態となり、工事立会の範疇での対応が困難と判断、急返事業主体担当者に連絡を取り 、現地での状況を施

工業者とともに確認、併せて協謡を行い工法変更での対応を模索することとなった。その結果、事業主体

である柏崎地域振興局農業振興部においても、現田面高を維持したまま整地工を実施するエ法変更が了承

されることとなった。工事立会と しては、15日までに検出された遣構の分布図を作成し、記録保存を行

うこととし、17日まで作業を継続し、終了とした。

令和元 (2019)年 5月 22日、パイプラインエルートの工事立会に浩手。当該事業に係る第 3次となる

工事立会であり、 23日及び24日午前まで実施し終了とした。掘削工は、水田 1枚の区画ごとに進め、迎

構確認面にて検出された辿構を略測にて分布偲を作成し、大型遺構についてはサブトレンチ等によって試

掘を行い、ピット類は施工計画深度まで掘削することによって、迫構の状況を確認した。

以上 3次にわたった工事立会については、パイプラインエの掘削立会にて原則終了とした。

2 パイプライン田区分水工の試掘立会（第 1次）

1)試掘立会の経緯

平成 31 (2019)年 4月 23日、上記施工業者担当から、本工事前に施エルートにおける造跡の状況把握

のための試掘依頼の連絡があり 、連休明けに打合せや日程調整をすることとした。5月 7日、現地にての

打合せでは、天候が安定している今週中の実施を依頼されたことから、急逹翌5月8日試掘工立会を行う

こととした。試掘地点は、試掘対象 240111の遺跡範囲内とされるパイプラインルートに設定されている田

区分水工の給水桝8か所である。 5月 8日、事業主体担当及び施工業者2名の立ち合いのもと 、試掘工立

会を行ったものである。各試掘坑における掘削深度は、計画深度よりも遺構確認面が浅く 、結果として掘

削に時間がかからず、作業の進捗も早かったことから、午前中に作業を終了 した。

2)試掘立会の概要

試掘坑の名称等 試掘個所とした給水桝8か所について、東側から「大割 TP-1」とし、順次西側へ作

業を進めた。掘削深度は、表土（耕作土）除去後の田面下から施工計画の 65cmまでとし、掘削は概ね5

- 10 Clll単位ほどで掘り下げ、迫物が出土した場合は、順次回収することとした。ただし、上述のとおり、

計画深度よりも辿構確認面が浅かったことから、TP-2以降は、原則追構確認面までの掘削に変更した。

遺構の分布 TP-4 -TP-7まで確認。TP-4• 5では、柱穴と考えられるヒ°ット複数、TP-6では直径 l m

の井戸と考えられる士坑、TP-7では、幅 33cm程の溝のほかヒ°ッ ト2基を検出。 したがって、TP-3• 4中

間から TP-7・ 8中間までが、遺構分布範囲と判断される。

遠 物 TP-1とTP-4では、包含陪から時期・種別不詳の赤色土器小片 l点、 TP-5では、弥生後期末～

古瑣初頭の甕底部小片 1点が出土したほか、 TP-3付近で須恵器甕小片 l点を表採したが追物最は少ない。

遺構確認面 TP-1~2およびTP-5以西は青灰色を呈 しており、遠元化層が分布。また黄褐色系の酸化

摺は、TP-3から TP-5に至る間にほぼ限定される。追構確認面までの深度は、TP-2・ 3が耕作土直下に包

含恩を検出し、遺構確認面までの深度が 10cm程と浅いが、そのほかの試掘坑については、30cm- 45 cm 

ほどであり、平均としても 40cmであった。 したがって、施工計画深度 65cmとした場合、大半は追物包含

恩を掘り抜き、迫構確認面に達することになる。

また、田面造成に伴う掘削においても影態が生じる可能性が高いことが判明した。
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遺物包含層 包含層の深度については、遺構確認面の深さに連動するが、 TP-2~ 3前後においては、

10 cm程の掘削で追構確認面に達しており、現状ではすでに追物包含層が臨出していることになる。した

がって、田面造成に伴う掘削において、影醤を受ける可能性が生じた。

なお、 5月 9日、再確認のためTP-1~ 4付近の表採を行ったところ、 小片ながら 30点ほどの土師器 ・

須恵器片が採集された。量的には少なくない。

3)試掘坑各説

TP- 1 掘削深度 55cm、辿構確認面までの深度は約 30cm。上位を黒灰色粘土 (15cm) が覆い、その

直下に黒褐色粘土 (12cm) の包含層、以下道構確認面となる青灰色粘土 (28cm)、その下からは暗灰色腐

植層が検出された。造構なし、辿物は包含思から土師器小片 1点出土。

TP-2 掘削深度 10Clll。すべて包含層の黒褐色粘土 (10cm)。迫物なし。追構確認面は、青灰色粘

土層。遣構なし。

TP-3 掘削深度 10cm。すべて包含厖の黒褐色粘土 (10cm)。追物なし。追構確認面は、黄褐色粘

土恩で、酸化層となる。追梢なし。

TP-4 掘削深度45cm。暗灰色粘土恩 (19cm)の直下に包含屈の黒褐色粘土 (26cm)。遺構確認面は、

黄褐色粘土層で、酸化屈。追構としては、柱穴を含むヒ°ット 3基検出。遺物は土師器小片 1点出土。

TP-5 掘削深度 50C(ll。暗灰色粘土層 (12C(ll) の直下に包含層の黒褐色粘土 (14cm)。追物は弥生

後期末～古墳初頭の甕底部Ilヽ片 1点が出士。遺構確認面は、青灰色粘土恩で、還元化層となる。追構とし

ては、ピット 3基検出。

TP-6 掘削深度 55cm。地下約 40cmで辿構確認面となる青灰色砂質粘土層に達した。その上位に包

含層の黒褐色粘土 (14cm)、さらにその上位を暗灰色粘土屈が覆っている。追構は、直径約 lmの井戸と

思われる土坑 1基を検出。追物なし。

T P-7 掘削深度 50cm。地下約 40cmで迫構確認面となる青灰色砂質粘土層に達した。その上位に包

含層の黒灰色粘土 (18cm) が堆租するが、還元化して灰色が強い。その上位には暗灰色粘土恩が堆租し

ている。追構は、幅約 33cmの溝、および直径 25cm程の小ピッ ト2基程度を検出した。造物なし。

TP-8 掘削深度 65cmで、概ね施工深度に達し、底面において迫構確認面となる青灰色砂質粘土層

を検出した。附序としては、 TP-7とほぼ同じで、包含層は黒灰色粘士 (18cm)、その上位に暗灰色粘土層

が堆和している。追構、逍物なし。

3 整地エ切土水田の試掘立会（第2次）

1) 整地エ切土立会に至る経緯

第 2次にあたる試掘立会は、5月 8日に実施したパイプライン埋設ルートの試掘立会において、田面造

成計画深度が辿構確認面以下に達する箇所が明らかとなったことに起因する。5月 10日、振興局担当と

の協識により、該当範囲については工事立会の範晒として試掘することとなったものである。該当箇所と

は、遺跡範囲とされた現況水田のうち、東側から 3番目となる水田であり 、これを便宜的にC区画と呼称、

重機により追構確認面まで掘削し、検出された遺構を発掘調査、記録保存とすることとして、 5月 14日

から培手したものである。
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しかし、翌 5月 15日に至り、ヒ ッ゚ト多数を検出するとともに、溝跡と推測される帯状の暗色帯を検出。

以前の試掘において弥生後期の士器が出土していたことから、環壕の可能性も生じることとなった。 さら

に造構検出を継続すると 、C-3区に至りヒ°ット等の遺構が濫厚に分布することが明らかとなり 、工事立会

の範疇での対応という所期の想定を超えていることが判明した。直ちに、施工業者担当へ連絡、事業主体

工事担当を交えて協議することが妥当ということとなり、午後 l: 30から協誂、夕方までに盛土工法への

工法変更が決定され、重機による遺構確認等の試掘立会範囲の拡張は中止とした。また、遺構の完掘作業

についても一部渚手していたが、現状保存されることとなったことから、追構の発掘については、サプト

レンチ等による部分的な試掘のみとした。また、現状で可能な記録保存処置として、逍構分布因の作成と、

検出状況の記録として写真撮影等を継続することとしたものである。 これらの作業については、5月 17

日まで継続し、第 2次の試掘立会を終了することした。

2)試掘立会の概要

試掘立会区域の概要 試掘立会区域は、水田区画C地区の北部に該当し、東西約 23ID、南北約 26m、

面秘およそ 600面である。調査区域の北半は、小丘状にやや小高い台地上の地形であったと考えられ、以

前のほ場挫備段階においても削平されていたものと考えられる。したがって、今回の表士除去に際し、耕

作土直下に地山が露出するエリアとなっており、辿構等も存在しなかった。

旧地形については、 SX-33とした暗色帯が切盛士の境界で、弧状に廻っていることが明らかとなった。

sx -33の弧状内側（北側）が切土、その外側（南側）は盛土によって造成されていたものと考えられた。

調査区西側については、ほ場整備における田面造成のため削平されているが、北西部については、旧地形

でもかなり傾斜が強くなっている様子が看取できた。

遺構の分布と概要 小丘の削平エリアでは皆無であったが、 SX-33の内側から外側にかけて多数が

検出された。追構の種別としては、大半がヒ ッ゚ト・土坑で、ヒ ッ゚トの多くは柱穴、また大型土坑の一部に

は井戸跡が含まれていると考えられる。溝跡は、南北に 1条、これに接続ないし重複する東西溝 1条があ

る。柱穴と考えられるヒ°ットは多数に上るが、建物跡として認識できる事例は確認できなかった。

遺 物 全体的に遁物の出土は少なく、大半が土師器であった。また、遺梢分布エリアからは、須恵器

破片がほとんど確認できないことから、以前の試掘で出士した弥生時代後期以降、須恵器が僅少な古墳時

代後期までの時期を主体としている可能性が高い。なお、遺構確認面にて出土した土器類については、遺

構番号を付すなどして回収した。

3)主な遺構各説

第 2次試掘立会では、迫構確認面以下が現状保存されることとなったため、追構の完掘は可能な限り避

けることとしたが、一部試掘等を行ったことから、それらについて概要をまとめたい。

s x-33 中央部分において、サブトレンチを設定、発掘した。その結果、 当初溝跡との判断ではあっ

たが、確認された層序が南側へ傾斜していることから、切盛り土の境界帯であることが判明した。また地

山層となる青灰色粘土肪 (7恩）を毅う土層とは、旧表士と考えられる暗灰色粘土陪 (6屈）と黒褐色粘

土陪 (5尼）が堆積する。 これらを股う上位には、焼土と木炭を多く含む黒褐色粘土層 (2~ 4層）が、

またこれらの最上位には、淡黄灰色砂礫混土屈 (1層）が堆和していた。 SX-33以南については、こ

の第 1層が造構確認面となっていたことを確認した。3• 4層においても土器が出土していること、 1庖と
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密 翌A'

1 淡黄灰色砂礫混土屈 地山プロック。
2 茶褐色粘土 地山小プロックを多く含む。

木炭粒をやや多く含む。
3 暗茶褐色粘土 木炭粒を多品に含む。

地山プロックをやや多く含む。
4 茶褐色粘土 地山プロックをやや多く含む。

木炭粒をやや多く含む。
旧表土。遺物包含庖。
漸移層。

5 黒褐色粘土
6 暗灰色粘土

o (1:40) 2m 

7 青灰色粘土 地山土。

第6図 大割遺跡 SX-33土層断面模式図

は整地層の可能性が高いこと、層中には士器類が包含されているが、第 1層とは小丘の掘削土であり 、盛士

造成中に遺物が混入したものと考えられる。

SE-32井戸 その規模から井戸と想定していたが、サプ トレンチの結果からすれば、泥土層は認めら

れず、井戸とするには無理がありそうである。性格 ・用途不詳。

SD-184溝 サブ トレンチにて、断面を確認 し、 溝として有効であることを明らかにした。なお、当該

サブトレンチからは、古墳時代須恵器と考えられる杯小破片が出士している。 しかし、整地阿である第 1恩

を切って構築されていることからすれば、年代的には新しく 、当該溝の性格等は不詳とせざるを得ない。

SK-4土坑 南側を半裁、発掘し、断面を観察した。その結果、柱穴ではなく 、用途不詳ながら土坑と

判断した。

SKp-1~3 小丘削平後も、遺構下部が残存していたものである。これら 3基については完掘し、や

や小型ながら柱穴の可能性が高いことが判明した。

3 パイプラインルートの試掘立会（第 3次）

1)経緯

第 3次試掘立会は、5月8日に実施したバイプライン埋設ルートの試掘立会の結果、TP-4~ 7において、

造構が比較的多く検出されていたこと、また掘削深度が追構確認面以下に達することなどが明らかにされて

いた。これらの事実とともに、第 2次として実施した水田 C区画の状況を合わせ、当該Jレートについても事

前の試掘工立会が妥当と して立会を依頼されていたことから、5月 22日より 、当該パイプラインルートの試

掘立会を実施することとなった。試掘立会においては、調査担当 1名のほか、調査員 2名での対応としたが、

施工業者から社員 1名が付き添った。

調査方法としては、パイプラインルートに沿い、現況水田 1枚ごとに幅 lmを目安としたトレンチを掘削し、

遺物の出土状況を確認するとともに、遣構確認面にて遮構を検出した。また、検出された追構の分布固につ

いては、略測にて作成することとし、スケールは 1/20で実測した。

遠構の発掘については、溝や大型迫構など、特異なものについてはサブ トレンチ等で試掘するが、小ヒ ッ゚

トについては、あくまでも工事立会の範略とすることから、掘削計画深度までの掘削に際して、辿物の出士

状況や、深度等を確認することとした。なお、試掘工掘削は、傾斜面下方側から行手するほうが湧水対策と

して有効と考え、試掘坑7のあった水田 J区画から着手した。試掘立会結果としては、現況水田 5枚に対し、

5本のトレンチを発掘し、5月24日までの 3日間で終了した。
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2)試掘立会の概要

試掘したトレンチについては、前述のとおり 5本となったことから、 トレンチごとに、概要をまとめる。

なお、試掘トレンチは、現況水田区画に沿うが、各地区名としては、造成計画と合わせた地区名で呼称する。

なお、調査面和は、全 5トレンチ合計で、約 172ポとなった。

第 1トレンチ J区の試掘トレンチは、延長約 21.3 m、幅は平均 1.6 m、面租はおよそ 34面であった。

西側約 7mまで迫構はなく、中ほどからヒ°ットが検出され始める。東側中央寄りでは、南北及び東西の溝を検

出、他はヒ°ットが主体であった。結果として、ヒ°ット 10基、溝 2条を検出した。当該地区では、迫構検出面

が、掘削予定深度とほぽ同じであったことから、遣構分布状況の記録保存までとし、迪構の発掘は行わなかっ

た。追物は僅少であった。

第 2トレンチ 水田区画 I• Hを対象として実施した。延長約 20.7 m、平均幅約 1.8 m、面積約 37rrfで

ある。追構密度はやや高く、追構確認面も掘削予定深度より浅いことが判明した。検出遺構は、ピット 22基

で、他に類するもの 4基がある。大型の土坑で、井戸の可能性のあるもの 3基があり、南北の描 1条も検出

した。 SD-223については、サプトレンチを入れ、断而の形状などを確認した。また、 トレンチ東端の

TP-6で検出されていた大型土坑は、深度 20cm程のサプトレンチを入れたが、柔らかい黒色粘土居が毅土で

あり 、井戸の可能性が十分高い。最後、掘削予定深度まで掘削し、当該トレンチの調査を終了した。

第 3トレンチ 水田G区画を対象に、 トレンチを掘削。延長約 20.9 m、平均幅約 1.4 m、面積およそ 29

吋である。追構密度はやや高く、トレンチ全体に分布する。遠物の出土は少ない。速構の主体はヒ°ットで 15基、

他に東西の細い溝 1条と 、南北のやや幅広の溝 1条を検出した。 SD-249とした幅広の南北溝については、

サプトレンチにて断面を確認した。辿構分布区1の作成および写真撮影等の記録後、計画深度まで掘削、大半

の迫構の痕跡はなくなった。

第 4トレンチ 水田 F ・E区画に対し、 トレンチを掘削した。延長約 30.0 m、平均幅約 l.2 m、面積は

およそ 36対である。遺構数はやや少なくまばらな傾向が窺える。ピッ トは4基程度とこれまでとは異なりか

なり少なくなる。また、溝状の逍構が 2条のほか、溝の疑いが濠い2条を検出している。

追構として特記すべきは、 SK-258とした士坑 1基である。当該士坑は、重機による掘り 下げに際し、木

片が露出したことにより 、回収しようとしたところ、かなり大きな板材であることが判明した。板材は割板

と考えられ、2枚が重なる状態で検出され、両者の間には 2~4cm厚程度の粘土が挟まっていた。上位の割

板Aは、東側が破損しているが、長さ 161cm、最大幅 31cm、厚さ 2Clllであった。下位の割板Bは、調査区外

への延長があり 、一部切断して回収したもので、現存長 121cm、幅 31cm、厚さ L5 cmである。依存状態は、

比較的良好であるが、割板Bのほうが良好であった。また、割板Bの長さについては、割板A程度はあった

可能性が麻い。また、遣構としての掘り込みがあり 、長方形状を呈していたと考えられ、幅は 56cm、骰土は

柔らかい黒灰色粘土である。半裁したが、土器類等の迪物は出土していない。板材の長さからすれば土葬募

の可能性は否定できない。迫構分布図の作成および写真撮影等の記録後、計画深度まで掘削、大半の迪構の

痕跡はなくなった。

第 5トレンチ 水田D区画を対象に、 トレンチを掘削。延長は約 20.l m、平均幅 1.8 m、面積約 36!'Iiで

ある。東端部については、旧地形を確認するため、掘削計画深度の最終段階にて 2mほど延長した。辿物は

東側でやや点数が多くなったが、東端部分においては、水田c区画で検出されたと同様の整地層と想定され

る犀い地山砂例層が雄積、その下位から木炭を多く含む黒色粘土思を確認し、 土器を包含することを確認した。
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これらは迪構粒土ではなく、旧表土や整地）習と考えられる。道梢分布は、西側において、7基のヒ°ットを検出、

中間部分で追構が途切れるが、東側にて溝 1条を検出した。この溝、SD-270については、中央部分にサブ

トレを発掘し、断面を観察した。追構分布図の作成および写真撮影等の記録後、計画深度まで掘削、大半の

遣構の痕跡はなくなった。

4 試掘立会のまとめと今後の課題

1)大割遺跡のまとめ

大割道跡の現況とは、すでにほ場整備がなされ、均整な水田区画が規則正しく整理され、起伏の少ない平

坦な水田域であった。ところが、水田c区画における面的な表土掘削に伴う工事立会において、耕作土直下

に地山面が臨出し、帯状の暗色帯を隔てて、再び地山士を盛士した造成面が続いていることを確認すること

となった。ここで言う地山盛土層とは、SX -33土庖断面模式図（第6因）の第 1尼のことであり、暗色帯

とは旧表士層等のことである。立会中において、第 1層上面からも多数のピット ・土坑が検出され、かつ恩

中に遺物が包含されていることなどから、同層の生成時期を特定するには至っていなかった。

しかし、工事立会が終了したのち、昭和 27(1952)年に米軍が撮影した航空写真を入手したところ、大割

遺跡中心部に小規模な丘が写し出されていることを確認した。この小丘とは、追跡範囲の形状が北側の尾根

突端側へ延びていることからも疫えるように、当該尾根筋の延長に該当するものと考えられる。現在、この

小丘が現存しないことからすれば、すでに削平され失われていたことを意味する。その段階とは、今回のほ

場整備以前に行われた区画整理事業が原因であろうことはほぽ断定可能である。この事実からすれば、第 l

層等の盛土の出自はかつて存在した小丘であり、その時のほ場整備段階の整地層であることはほぼ間違いが

なく 、したがって、第 1層上面で検出されているヒ°ット ・土坑類とは、それ以降に掘りこまれたものと結論

されることになる。

ところで、検出された辿構の分布をみると、小丘の標高が高い部分では切土により削平され、遺構は検出

されていない。しかし、暗色帯付近に至るほど、土坑や柱穴と判断できるヒ°ットが数多く検出されており 、

小丘には多くの追構が存在していた証である。また、平成28(2016)年度実施の第2次試掘調査で発掘され

たTP-40の地下 36- 55 cmからは古代の土器類が、またTP-41では、深度 lmほどの追物包含層から、古墳

時代前期の土器類が出土しているが、これらは第 1/f!iに該当する地山盛土層が延ぴていなかったことに起因

する事実である。したがって、暗色帯以南の盛土層直下には、迫物包含陪が健在であり 、やや傾斜を強くす

るものの避構群の存在は明らかとすることができよう。

以上、今回の工事立会によって解明された大割遺跡とは、北側丘陵から延びる尾根筋を安定的な地盤とし、

先端となる小丘を中心に古墳時代前期、および古代や中世に営まれた集落道跡であったとすることができる。

ただ、遺跡の中心部であった小丘は、かつて実施されたほ場整備の削平により失われており、どのような迎

構が存在していたのかなどは一切不明となった点は、誠に残念と言わざるを得ない。

2) ほ場整備試掘確認調査の課題

大割遺跡は、試掘調査により発見されたが、第 3図で示した通り、わずか 6か所の試掘坑の調査結果に基

づくものであった。そして、この試掘坑から得られた迪構・遣物の有無、そして追物包含恩や迎構確認面の

深度データに基づき、ほ場整備の水田区画および切盛土と田面涵が設計されていくことになる。
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ほ場整備事業に係る大割追跡の取り扱いとは、試掘調査データに基づく設計により、政跡が現状保存され

ることを念頭にしながら工事立会の基準に適合するよう設計された。したがって、工事がなされたとしても、

遺跡を大きく損なうことはなかったはずであった。しかし実際は、一部の田面造成において、追物包含府や

遺構確認面以下まで斃地エが及ぶこととなっていた。このような結果に至った要因とは、どのような事情が

あったのか、少し考えてみたい。

まず、区画賂理の設計が、試掘調査データに基づきなされるという事情がある。確かに、追跡がどの範囲に、

あるいはどれくらいの深度に存在するのか、予め把握されていれば、遺跡を避けるような設計が可能となり

合理的と言える。しかし、試掘確認調査における試掘坑は、水田に大きな穴をあけることを意味する。また、

試掘確認調査後直ちにほ場整備の工事が珀手することはなく、当然のごとく水稲の作付けが行われることを

前提として試掘に及ばざるを得ない。ここに受益者でもある耕作者への配慮から、制約がどうしても生じて

くることになる。その結果、試掘坑の員数を各水田原則 1か所に限定する、さらに試掘位四も地形等を考慮

するのではなく 、耕作機械の移動に際し支障が少ない中央部に一律設定するといった制約が加わってくる。

また、近年は耕作機械の大型化が顕著で重量があり 、埋め戻し後の試掘坑にハマる事態が県内各所から報告

されるようになるなど、試掘坑の規模や掘削深度、そして埋め戻しに際しても十分な配慮が必要となる。また、

本来なら切士される部分について、道跡の有無、および包含屈や造構確認面の深度を確認することが肝要で

あるが、設計以前の段階では知るすべもない。

さらに、水田区画や切士深度等が試掘調査データに基づき決定されるとしたが、その判断には一試掘坑の

データが水田一区画すべてに適合されるという前提にある。しかし、例えほ場幣備された水田面がいかに水

平であったとしても、地下に埋もれている地形の傾斜がその通りであるという保証は全くない。しかも、様々

な制約により、設計に必要なデータ数は、限りなく少ないというのが実態である。

今回は、事前に試掘エ立会という方法が採られたことにより、地下の実態を施工前に把握、設計変更等の

対応を行うことができた。確かに、事業主体にとって急な設計変更や再租鍔など業務が苫Vんだことは否めない。

しかし、当初データそのままで設計通り整地エが行われていたとすれば、工事中に遣構 ・遮物が出土したこ

とは必然であり、結果として工事の中断という事態は必定だったと言える。

また、埋蔵文化財保護サイドとしても、調査面租が広くなり 、追構数が増えた場合、工事立会の範疇では

対応が困難となる。また、既に工事立会との判断を下してはいるが、例え本発掘調査対応としても、調査員

等人員や調査期間・日程等の確保、発掘調査経費の問題等が生じ、工事工程などを考慮した場合、耕作者・

受益者等への影幣など、大きな問題となってしまう。今回は、結果として工事工程に大きな支障は生じなかっ

たが、ただ単に幸運だっただけなのかもしれない。

十分な遺跡の状況を示すデータ提供は、設計にとって重要であり、その場合の試掘調査時期とは、作付け

等耕作者への配慮が特に必要としないほ場整備工事施工直前の時期が望まれる。その場合、試掘調査のデー

タがない段階で設計をせざるを得ず、設計者としては手掛かりがない中での作業とならざるを得ず、現状の

ままでは不十分さは否めない。これらを補うため、試掘立会という手段は、辿跡データを基に、設計変更によっ

て遺跡を現状保存しつつ施工を可能としたことから、有効であったとすることができる。しかし、設計変更

が高低差等によって困難となった場合、どのようなこととなるのか不安が生じてくる。

今回の事案を教訓として、どのような手段、試掘調査時期、工程がベターなのか、事業主体者サイドと埋

蔵文化財保護サイドの行政同士が、協同、連携し、共通の問題として打開策を見出していくことが、今後の

行政の在り方ではないかと感じた次第である。
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m 郷ヶ原遺跡（第 1次）

一県営かんがい排水事業に係る第 1次確認調査 一

1 調査に至る経緯

郷ヶ原遺跡は柏崎市大字山口字郷ヶ原ほかに所在する。市街地から南方へ約 8kmに位置し、周囲は中山

間に営まれた田園地帯となる。鵜川中流域に位臨し、米山山塊からは分断された低丘陵上に立地する。鵜

川中流域の左岸側には独立した低丘陵が数ヶ所に点在している。これらの地形は、米山から連なる丘陵の

末端部付近が小河川により開削されて形成されたと推定される。遺跡は南北に長い独立した丘陵の南西側

緩斜面に位置し、標高は 35~ 40 mを測る。昭和 58(1983)年に新混県教育委員会が実施した分布調査

で発見され、縄文時代後期の土器と中世陶磁器が採取されている。現況は畑、山林等であり、推定範囲は

南北約450m、東西約 150m と広範囲が想定されている。北側は低丘陵となるが、南側については沖梢地

に相当し、異なった地形に 1つの遺跡範囲が想定されている。平成26(2014)年、民間工事に伴い当造

跡北西側隣接地で試掘調査を実施している。結果としては追跡の存在は確認できなかった［柏崎市教委

2016]。

今回の調査の原因工事は県営かんがい排水事業であり、概要は農業用水路の改修工事となる。令和元

(2019)年 6月 10日に、事業主体者となる新潟県（担当 ：柏崎地域振興局農業振興部農村整備課）と造跡

の取り扱いに係る協議を実施した。遺跡推定範囲内で新規掘削幅 lm以上となる箇所が含まれていること

から、事前調査が必要と判断された。工事は同年内に実施する計画であり 、市教育委員会による早急な対

応が必要となった。令和元 (2019)年 6月 13日、事業主体者から柏崎市教育委員会教育長宛てに調査の

依頼文が提出された。事業用地における試掘候補地は買収中であったが、事業主体者の協力のもと地権者

の発掘承諾苫を得て調査の準備を進めた。市教育委員会と事業主体者と連携により、初回協議の 1ヵ月後

には確認調査が実施できる準備が整えることができた。

当該調査実施にあたっては、令和元 (2019)年 7月 9日付け博第 537号で文化財保護法第99条に基づ

く発掘調査の報告を県教育委員会に提出し、 7月 18日に確認調査を実施した。終了報告は 7月 23日付け

博第 544号で県教育委員会に提出した。

2 調査の概要

1) 調査の目的と方法

確認調査の目的は、水路部分における追跡の広がりなどを把握することである。調査対象範囲は、水路

の新設範囲で lmを超える新規掘削工が生じる部分である。既設の水路が存在する部分については調査対

象から除外した。

試掘トレンチの発掘は小型バックホー (0.15吋級）を使用し、対象範囲内の任意の位置 3ヶ所に設定した。

調査対象区は延長約 76m、幅平均2.2m、面積は約 1691rlである。発掘した 3つのトレンチの合計面積
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第7図 郷ヶ原遺跡 （第1次）確認調査対象区位置図 (S=1: 10, 000) 

は約 6.4面であり、調査対象面積に対する発掘面積の比率（発掘率）は約 3.8％となる。

2)調査の経過と試掘坑の概要

確認調査は、令和元 (2019)年 7月 18日の 1日間で実施した。調査員は担当職員を含む 4名となる。

天候は展りであった。調査対象範囲は、南側と北側の 2ヶ所に分かれ、南側調査区に］ヶ所 (TP-1)、北

側調査区に 2ヶ所 (TP-2• 3)、計 3ヶ所に試掘トレンチを設定した。

TP-1 南側調査区の中央に設定した。 トレンチの大きさは、幅約 l.2m、長さ約 2.0mとなる。現況は

休耕中の水田であり、周囲の地表には盛土がなされていた。盛土の下、深度約 45CIIlで水田耕作土となる

灰色粘土が検出された。深度約 70cmでオリープ色の粘土層が検出された。炭化物等を含まず、当該地の

地山と判断された。地山は還元化しており、沖稜地の堆租状況が確認された。掘削中には湧水があり、付

近が低涅地となることが確認された。追構・辿物は発見されなかった。

TP-2 北側調査区の南半部に設定した。 トレンチの大きさは、幅約 l.l m、長さ約 2.0mとなる。現況

は荒地であるが、付近は平坦な地形となっている。低丘陵の先端部分を開削し整地していると考えられた。

深度約 20cmで灰褐色土が検出された。径 10cm以下の礫が混入する特徴があり 、扇状地特有の堆積庖と思

われる。深度約 70cmで黄褐色粘土が検出された。混入物はなく締りが強く、丘陵に堆和する地l.IJと判断

された。遣構・造物は発見されなかった。

TP-3 北側調査区の北半部に設定した。TP-2の北側約 22mに位置し、現況は荒地である。 トレンチの
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TP-1 TP-2 TP-3 

0 cm― 
7 口

凡例□第 I層 表土 ・盛土

-50 cm― 亡］ 第II層 灰色粘土（耕作土）

□第皿層 灰褐色土

匿 ］第Na層 オリーブ粘土 （地山）

冒 ］第lVb層 黄灰褐色粘土 （地山）

-100 cm― 
第9図 郷ヶ原遺跡（第 1次）確認調査 基本層序柱状模式図 (S=1:20) 

大きさは幅約 1.0m、長さ約 1.8mである。現況は水田であり 、表土以下約 20cmで灰色粘土が検出された。

畑の耕作土とみられる。深度約40cmで黄褐色粘質土が検出された。径 5cm以下の礫が少砒含まれるが、

TP-2で検出された地山と同一層と考えられる。念のため深度約90cmまで堀削したが、土層に変化は認め

られなかった。本来の地形は低丘陵の一部と考えられるが、TP-2付近同様に切土され平坦に整地されて

いる状況であった。土屈断面でも地山が浅い位置にみられることから、整地されていることが確認できた。

近年の開墾によるものと考えられる。遣構 ・辿物は確認できなかった。

3)基本層序

確認調査で検出された土恩は概ね 3陪に分類される。

第 1恩は現表土である。 TP-1では近年の盛土となる。第11陪は灰色粘土であり 、炭化物を多く含む。

TP-1 • 2で検出されており 、水田や畑の旧耕作土と考えられる。第IlI層は灰褐色土であり TP-2のみで検

出された。米山山塊に由来する火成岩が含まれる礫層であり 、平成26(2014)年度に実施した隣接地で

の試掘調査でも同様の土層が確認されている。第w恩は当該地の地山である。沖積地では還元化した粘性

のある粘土 （第W a屈）、丘陵では酸化した締りの強い粘土（第IVb層）となる。何れも炭化物は含まな

いが、第IVb層は礫が少址混入する。本層の上面付近で追構確認を実施している。

3 調査のまとめ

今回の調査対象区は追跡推定範囲内に含まれるものであった。 しかしながら、確認調査の結果は追構・

追物を発見することはできず、遺跡の存在は確認できなかった。北側調査区については過去に大規模な整

地が為されている状況が確認された。一方、南側調査区は低湿地の堆精状況がみられた。地形からみると、

追跡の主体部は低丘陵上部の平坦地が想定される。その一部は現況で畑となっているが、確認調査の前に

実施した現地踏査では造物が採集できなかった。追跡推定範囲の南側は沖積地であるが、縄文集落の立地

を想定することは因難ともいえる。今後の新たな調査結果を待ち、迫跡推定範囲の見直し等を検討する必

要があろう。なお、 当該調査後の令和元 (2019)年 10月に文化財保護法94条に基づく 土木工事の届出が

事業主体者から提出され、11月に掘削工事に立ち会っている。結果としては造物 ・造構を発見すること

はできなかった。
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IV 黒滝地区
ー経営体育成基盤整備事業黒滝地区に係る試掘・確認調査 一

1 調査に至る経緯

黒滝地区は柏崎市大字黒滝地内ほかに所在する。柏崎市街地からは南へ約 6.5 kmの位置となる。地形的

には鵜）1|中流域に形成された沖梢地、 および米山山塊から続く扇状地に立地している。国道 252号の東側

は沖積地であり鵜川の旧河道跡も水田区画から確認される。一方、西側は米111山塊から沖積地へと続く緩

斜面とな り、小規模な扇状地と考えられる。現況では階段状の水田が形成されている。地区内および隙接

地に幾つかの追跡が所在する。地区の南東部に古代 ・中世の造物が採取されている直畷追跡の一部が所在

する。また、南西側隣接地に中世城館跡となる黒滝館跡がみられる。西側の丘陵には中世の山城となる黒

滝城が所在している。中世の黒滝地区は上条上杉氏の領地であったと考えられ、上記の追跡も上条上杉氏

に深い関わりが推測されるものである。

試掘 ・確認調査の原因事業は、経営体育成基盤賂備事業黒滝地区である。新混県（柏崎地域振興局農業

振典部）が事業主体者となるほ場整備事業であり 、令和 2(2020)年度に事業採択を受ける計画となって

いる。平成 29(2017)年 1月に事業主体者と埋蔵文化財調査に係る協議を開始した。事業面粕は約 27ha

であり 、主に面斃備と用排水路工が計画されている。事業範囲内に周知の追跡が存在し、 未周知追跡も想

定されることから、事前に試掘 ・確認調査を実施することで協議を進めていった。平成 31(2019)年 3

月に事業主体者から調査の依頼文が提出され、事業採択前の令和元 (2019)年度に試掘・確認調査の実施

を依頼された。柏崎市教育委員会では、これまで採択前の段階で調査を実施したことはなかったが、事前

に地元承諾が得られることを条件に実施について了解するものとした。近年のTPPに伴いほ場整備事業

が加速しており 、埋蔵文化財保誰にも大きな影態がおよぶこととなった。

平成 31(2019)年 4月 9日には追物の散布状況を把握するための現地踏査を先行実施した。直畷追跡

や黒滝館跡の周辺、西側扇状地から古代や中世の遣物がややまとまって採集された。試掘 ・確認調査実施

にあたっては、事前に地元地権者説明会に参加し、調査方法や復旧方法など説明したうえで試掘・確認調

査を開始した。文化財保獲法の手続きは、令和元 (2019)年 10月 7日付け博第 565号で、新潟県教育長

宛に文化財保護法第99条の規定による埋蔵文化財発掘調査の報告を行い、 同日から試掘調査を開始した。

調査の終了についての報告は、同年 11月26日付けt尊第 577号で県教育委員会に提出している。

2 調査の概要

1)調査の目的と方法

試掘 ・確認調査の目的は周知追跡の内容確認と未周知遥跡の有無を確認することなどである。調査対象

範囲は事業区域全域となり、対象面積は約 37haとなる。調査では試掘坑の情報をもとに辿跡の範囲や深

度を記録し、工事設計に係る協議資料データ作成を行った。
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第 11図 黒滝地区試掘・確認調査 トレンチ配臨図 (S=1:6,000) 

-21 -



試掘坑の発掘は、バックホー (0.25吋級）を使用した。記録作業は土層深度計測や追構平面図作成、

写真撮影などを調査員で実施した。調査区は大半が水田となるが、次年も耕作を予定しており 、作付け時

において農耕機の運行に支障が無いよう 、入念に埋戻しを行うこととした。なお、調査にあたっては、地

元代表者から事前に発掘承諾歯の提出を受けている。

2)調査の経過と試掘坑の概要

調査の経過

試掘 ・確認調査は、令和元 (2019)年 10月7日～ 10月231Jまでの延 11日間で実施した。調査員は担

当職員を含む延べ44名（市博物館職員）となる。調査対象範囲は剃）IIの両岸となるが、直畷追跡が所在

する右岸側から調査を開始した。試掘坑は計 66ヶ所を発掘し、全体を通し番号とし TP-l~66とした。

対象範囲は概ね水田であり翌年も耕作が予定されていた。このため、重機の移動や掘削、復旧に時間が

必要であった。また、埋め戻しには土壊改良剤を使用したため、従来以上に埋め戻しに時問を要した。発

掘面積は 66ヶ所のトレンチを合わせると約 267rnをなる。調査対象区域の面積は約 37haであり、発掘面

積の比率（発掘率）は、約 0.1％となる。

発見された遺跡と試掘坑の概要

今回の試掘調査では 1つの迫跡が新たに発見され、2つの周知の遺跡の広がりを確認した。何れの迎跡

も現地踏査の際に周囲で造物が採取されていた。追跡周辺の試掘坑の概要について以下に記述する。各試

掘坑の詳細については、一覧表（第2表）を参照されたい。

堂山遺跡 調査対象区の西側に位笹する。今回の試掘調査で新発見された追跡である。立地としては、

丘陵から沖租地に延ぴる小規模な扇状地に相当する。推定範囲は東西約 40m、南北約 150mとなる。

TP-57 • 58で迫跡の痕跡が確認された。 TP-57では迫構と思われるヒ°ッ トも確認された（見取固無し）。

士石流と考えられる礫府の下から迫構確認面が検出されている。 TP-58では古代 ・中世の追物が出土して

いる。追物は礫屈（第m屈）から礫とともに出土しており、流入の可能性も否定できないが拭はまとまっ

ている。こうした状況から、新発見の追跡と判断した。なお、地元住民の話では、辿跡西側の丘陵にはか

つて寺院があったとされる。また、迫跡付近に集落があったが土砂災害により壊滅したとされている。寺

院は南側の黒滝側に、集落は現在の貝淵地内に移転したとのことである。遺跡のある場所は小字が「幽山」

であり、古い寺院に由来するものと考えられる。

直畷遺跡 調査対象区の南東端に位置し、平成6(1994)年に市教育委員会が実施した分布調査で古代・

中世の追物が採集されている。立地は沖積地でも一段商い箇所であり自然堤防上と考えられる。

今回の調査では自然堤防上の TP-Lから辿構が発見されている。追物包含恩の可能性のある炭化物を多

く含む土恩が発見されているが、 トレンチ内から追物は発見されなかった。ただし、近接地からは土器片

が採集された。'「P-4の河川堆和層から中世の追物が 2点出土している。標高が低い氾濫原となる位四に

あり 、造跡周辺の状況を示すものととらえられる。今回の調査結果から辿跡は自然堤防上に広がると判断

され、辿跡推定範囲を若干変更した。なお、付近は 「オコヤ（御小屋）」という小字名である。地元住民

によると、上条の殿様が鵜川で釣りを楽しむための小屋があったと言い伝えられているとのことである。

黒滝館跡 調査対象区の南西側に隣接し、現集落域であるため事業範囲から外れている。地上辿構は存

在しないが、現存する伝承、地名、区割りから中世城館が推定されている。字名は「館」であり、丘陵端
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第 13図 黒滝地区試掘 ・確認調査 検出遺構見取図 (S=l/60)

部の標嵩の裔い区割り部分に相当する。付近の山手には寺社が点在し、集落内はIE!家や鍵の手状の小路が

今なお残っている。

隣接する北側の水田に設定したTP-43• 44から迎構が多く発見された。耕作土直下から迫構確認面とな

る地山が検出され、迪物包含屈と造物は発見されなかった。地山は黄褐色を呈し酸化が顕著であった。追

梢毅土は締りが認められ、大型土坑は井戸跡と考えられる。追構の時代についての特定は困難であるが、

黒滝館跡の広がりの一部と判断した。 トレンチ付近の水田は集落と同様に高い位置にあり、城下町の一画

が存在した可能性もある。隣接する TP-42では腐植土恩から珠洲焼が 1点出土している。今回の調査結果

を受け、追跡推定範囲を北側に延長している。

3)基本層序

確認調査で検出された土層は慨ね 6屈に分類される。調査区が沖稼地と扇状地に立地し、それぞれ堆籾

が多少異なるが、類似した土屈をまとめ共通の基本貯序とした。

第 ］層は表土であり、水田・畑の耕作土となる。第nJ図は盛土であり、不均ーな土質となる。耕作地の

造成に伴い搬入された土と考えられる。第III層は比較的新しい沖租層と考えられる土屈である。色調は概

ね灰褐色～暗灰色となり、土質は粘土もしくはシル トとなるものを一括した。粘性、締まりが認められ、

炭化物や腐植物を少砿含む。鵜川付近の沖積地では礫の混入はみられないが、扇状地付近では礫を含む沖

粕恩がみられる。前者を第IIIa屈、後者を第IIIb雇の 2つに分雇している。第IV庖は暗褐色粘土である。

炭化物を多く含み暗色となり、締りがある。本層内から古代、中世の辿物が出土している。第V陪は黒色

腐植土であり、深い深度から検出されている。腐植物が主体であり、粘性 ・締りは弱い。第w層は黄灰色

～青緑色粘土であり 、粘性・締りは強い。炭化物等を含まず、調査区周辺に堆積する地山土と判断される。

本恩上部で追構確認を実施している。

4) 出土遺物

試掘調査で出土した追物は、21点となる。直畷追跡と黒滝館跡における試掘トレンチからは直接辿物

は出土していないが、新発見された盤山追跡 (TP-57• 58)からは造物が出土しており (4点）、大破片も

含まれる。以下の 6点を固化し掲載した。

a.平安時代 (1• 2) lは須琳器の甕の体部であり、 TP-58の第田暦から出土した。外面に平行文、内

而に同心円文がみられる。胎土には白色砂礫が混入する。2は士師器小魂の底部となり、 TP-4のm層から

出土した。底径は 7.8 cmである。
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椒
長さ 幅 面積

土層
遺跡深度 掘削深度 遺物

掲載遺物No. 遺跡
(m) (m) (rrl} (cm) (cm) （個数）

1 3 0 1. 9 5. 70 I・Il・IV・VI -31 54 直畷遺跡

2 2. 7 1.7 4. 59 I・Il・fila・Vl 73 1 
3 2. 2 1.7 3. 74 I・ II・ 田a・ VI 80 2 

4 2. 3 1 5 3. 45 1 • n • ma 97 2 4 ・ 6 
5 2. 4 1. 6 3. 84 I • n •ma 86 
6 2. 7 1. 8 4. 86 I・ II 97 

7 3. 2 1. 6 5. 12 1 • JI• ma 95 

8 2. 7 1. 9 5. 13 I ・ VI 55 ， 2. 5 1. 5 3. 75 I • n •ma 100 
10 2. 8 1. 7 4. 76 I. II. ma. VI 81 I 
11 2 8 2. 1 5. 88 1 • n •ma 69 1 

12 2 4 1. 5 3. 60 I・ II 82 
13 2.0 1. 5 3. 00 I ・ IT 81 

14 1. 9 1. 4 2. 66 1 • n •ma 79 
15 2. 2 l. 5 3. 30 I ・ 11 ・ma 92 

16 2 2 1. 5 3. 30 I ・II・ IV・ V • VI 64 

17 2 2 1. 5 3. 30 I・II・IV・V・VI 65 
18 2. 3 1. 6 3. 68 I ・ II 83 

19 2 4 1. 6 3. 84 I. II. ma. VI 74 

20 2. 5 2. 2 5. 50 I・ II 84 
21 2. 9 1. 8 5. 22 I・ II 74 

22 3. 0 2. 0 6. 00 I・ II 80 
23 2 7 2 1 5 67 I • VI 75 

24 2. 6 2. 2 5. 72 I ・IV・ VI 50 

25 2. 6 2. 0 5. 20 I・ II・ V 75 1 
26 1. 9 1. 4 2. 66 I・ Il ・ V 86 
27 2. 9 2. 2 6. 38 I・ ll ・ V 87 1 

28 2. 2 1. 5 3. 30 I • II ・ VI 84 
29 2. 4 1. 5 3. 60 I. II.ma. V 87 I 

30 2. 4 1. 7 4. 06 I ・II・ N ・ VI 61 
31 2. 6 1. 6 4. 16 I ・II・ ID b 98 
32 2. 4 1. 6 3. 84 I • Il ・ V 83 

33 2. 4 1. 5 3. 60 I ・II・ ill b 92 

34 2. 3 1. 6 3. 68 I・ II・ V 85 
35 2. 6 1. 6 4. 16 I・Il・IDb・VI 71 

36 2. 5 1. 5 3. 75 I・ II ・IDb・ V・Vl 85 
37 2. 5 1. 5 3. 75 I. n. m b. V 83 

38 2. 4 I 5 3. 60 I・ V 96 1 
39 2. 5 1. 6 4. 00 I・ II・ V 59 
40 2. 5 1 6 4. 00 I ・II・ m b 86 

41 2. 3 1. 5 3. 45 I ・IV・ VI 80 
42 2. 7 1. 6 4. 32 I・ II ・illa・IV・VI 86 I 
43 3. 3 2 3 7. 59 I • VI -15 20 黒滝館跡

44 2. 6 2 1 5. 46 I • VI -38 40 4 黒滝館跡

45 2. 6 1. 6 4. 16 1 • n •ma 65 

46 2. 3 I. 5 3. 45 1 ・ n ・ m b 82 
47 2 4 1. 7 4. 08 I・ II・ V 83 
48 2. 3 1. 8 4. 14 I ・II・ m b 70 

49 2. 0 1. 3 2. 60 I ・ II ・ V ・ VI 75 
50 2 0 1 6 3. 20 1・11・111a・V 90 

51 2. 3 1. 5 3. 45 I ・ ll ・ VI 27 
52 2. 0 1. 5 3. 00 I・ II・ V 42 

53 2 4 1.5 3. 60 I・ II・ V 82 
54 2. 1 1. 6 3. 36 I・ II・ ill 87 

55 1, 8 1. 6 2. 88 I ・II・ m b 96 
56 2 1 1. 6 3. 36 I ・II・ filb 103 

57 2. 1 1.5 3. 15 I ・ Il • N ・ VI -34 68 堂山遺跡

58 2. 4 1. 6 3. 84 I・ ll ・filb・N・VI -31 80 4 1 ・ 2 • 3 ・ 5 堂山遺跡

59 2.0 1.5 3. 00 I・Il・ IV・VI 65 
60 2. 5 1. 5 3. 75 I ・ ll • V ・ VI 67 

61 2. 2 I 5 3 30 I • 11 •ma 68 

62 2. 0 1 5 3. 00 I・ II・ V 74 
63 2. 2 1. 3 2. 86 I・Il・fila・V・VI 78 

64 2. 4 1. 4 3. 36 I ・ Il • V ・ VI 81 

65 2. 4 1. 4 3. 36 I・ II・ V 76 1 
66 2. 3 1 5 3. 45 I ・II・ m b 88 

67 1. 9 1. 5 2. 85 I ・ Il・皿 b 103 

第2表 黒滝地区試掘・確認調査 トレンチ一覧表
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3 調査のまとめ

15cm 

第 14図 黒滝地区試掘・確認調査 出土遺物

b. 中世 (3~ 6) 3は珠洲焼甕の体部である。TP-58の第rn層から出土している。外面に細かい平行文

がみられる。4は珠洲焼甕の底部と考えられ、TP-4から出土している。底径は推定で 16.8 cmとなる。5

は珠洲焼片口鉢である。TP-58の第rn層から出土している。口縁部にV期に特有の波状文がみられる。 14

世紀末から 15世紀前半の所産となる。6は土師器JID.であり、TP-4から出土している。手づくね整形であり、

ロ径は 12.2 cmとなる。

今回の試掘調査は、調査対象区内における周知遺跡の内容確認や未周知遺跡の有無を把握する目的で実

施したものである。調査結果は、新たに 1つの新発見遺跡（堂山追跡）が発見され、周知の追跡となる黒

滝館跡と直畷追跡の存在も確認された。事前に実施した現地踏査では、堂山迫跡と直畷遺跡付近から追物

がやや多く採取されていた。また、黒滝館跡では周辺地から辿物がやや多く採取されていた。このことか

ら、地表の迫物分布がある程度遺跡の存在を示していたといえる。

直畷造跡は鵜川の自然堤防上に立地する遺跡であり 、古代～中世時期が想定される。黒滝館は丘陵端部

から延びる標高の高い部分に立地する中世城館跡と考えられ、今回の調査で北側にも若干範囲が延長され

ることとなった。現黒滝集落とほぼ一致する広い範囲が想定され、居館を囲むような城下町も存在した可

能性がある。一方、新発見された堂山遺跡では辿梢．辿物が発見されているが、詳細までは不明確である。

扇状地に立地すると考えられるが、周囲は土砂災害が発生した痕跡があり、発見された辿物は流れ込みの

可能性もある。追跡の詳細な範囲等については今後の調癒が待たれる。今回確認された 3つの追跡は、何

れも古代～中世の時期に相当し、南側に所在する上条城跡、西側丘陵に所在する黒滝城との関連性も考え

られる。調査対象範囲とその周辺は、鵜）1|庄の成り立ちや上条上杉氏の存在を考えるうえで重要な地域だ

と判断される。今後も調査を継続することで、鵜川中流域の歴史について明らかとなることが期待される。
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v 畔屋本村遺跡

一県営ほ場整備事業に係る確認調査一

1 調査に至る経緯

畔屋本村追跡は柏崎市大字畔屋字本村地内に所在し、市街地から東へ約 6KIllに位置する。地形的に曽地

丘陵西側の裾野に畔屋地区は面している。丘陵裾部には葉脈状に開削された沢地が各地に広がる。このよ

うな沢地は鯖石川右岸に形成された沖積地に接しており 、今 日では一帯的に水田となっている。当遺跡は

沢の交点に位置し、東西約 130m、南北約 140mの範囲が推定される。東側の丘陵には中世城館である畔

屋城が所在している。遺跡は平成 30(2018)年に県営ほ場整備事業畔屋地区に伴う試掘調査で新発見さ

れたものであり 、このほか南入辿跡、北入遣跡も事業範囲内から発見されている。当追跡からは古墳時代

と古代の遺物が出士し、とくに古墳時代の士器が多く発見されている。一方、道構については発見されて

いない。［柏崎市教委2019]。

確認調査の原因事業は、試掘調査と同じく県営ほ場整備事業畔屋地区である。平成30(2018)年度に

実施 した試掘調査後に事業主体者による工事設計が行われたが、諸事情により迫跡内を大排水路が縦断す

ることとなった。既設の排水路を拡幅する工事であるが、既設水路の周囲を深く掘削する計画となる。試

掘調査結果だけでは水路部分の辿跡の詳細は不明確であり 、事前に精度を上げた確認調査が必要と判断さ

れた。発掘調査実施の可能性が高く 、発掘調査費の積算を主な目的として確認調査を実施している。

当該調査実施にあたっては、令和元 (2019)年 10月 23日付け博第 568号で文化財保護法第 99条に基

づく発掘調査の報告を県教育委員会に提出し、10月 24日に確認調査を実施した。終了報告は 10月 30日

付け博第 570号で県教育委員会に提出している。

2 調査の概要

1)調査の目的と方法

調査対象地は素掘りの排水路内であり 、辿物包含雇等が残存するか確認することが目的で、延長約 100

m、幅 3m前後、面租約 300m'が対象である。既設排水路内に試掘坑を任意に 5カ所設定し、0.25吋級

のバックホーで基底部まで掘り下げ、人力で壁面や遺構面の精査を行った。図面や写真といった記録作成

を調査担当が行い、終了後に掘削土により埋め戻しを行った。実質調査面積は合計 11.34面であり 、調査

対象地に占める割合は3.78％である。

2)基本土層

調査で確認した土陪は大きく 4層に分けた。 I層は表士と耕作士をまとめた。Il層は水田床土である褐

灰色粘土層である。一部で植物繊維が多く混じる部分があり 、これをIl'屈とした。ill屈は逍物包含屈に

相当するとみられる暗灰色粘土層である。粘質がやや強く、炭化物を含む部分もある。調査対象地の全域
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第15図 畔屋本村遺跡確認調査 対象区位置図 (S=l:25,000) 

で確認することができ、層犀は 10cm~ 15 cmである。W層は迫構検出面に相当する地山層である。還元状

態の青灰色を呈する粘土庖である。W恩上面は北から南へ向かって下っており、現在の地形とおおむね同

様である。

3)調査の結果

各試掘坑の配置、土層の堆積状況は第 16図のとおりである。いずれの試掘坑も迫構は検出されなかった。

遣物はTP2で2点、 TP5で3点の土師器の小破片が、いずれも田層から出土した。表面の膝耗が著し

いものや、ごく小さな破片ばかりで、器形をうかがい知れるものはない。胎士や焼成の状況から古墳時代

のものと考えられる。また、調査中に水田の畔上で土師器 5点と須恵器 l点を採集した。須恵器は、無台

杯の底部破片で、 9世紀代のものとみられる。
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3 まとめ

今回の調査では、辿物が少拡出土したものの、造構は検出されなかった。迫物包含層に相当する第m層

が安定して残存していることから、既設の排水路である土側溝の掘削の際には遺跡は破壊されていなかっ

たと考えられる。調査対象範囲は迫跡の想定範囲の中心部分にあたっているが、迎跡全体に遺構は散漫で、

当該地は追跡の空閑地のような状況を呈していたものと想定される。なお、排水路工にあたっては工事立

ち合いを行い、 遺跡の状況について確認していく予定である。

瓢ム ーロ＼誓 0¥J 

ぃ二̀ロニ＼
‘̀＂ → ゞ f ニー＼喜 ＇／ ‘ 

/"'-. 0 (1 :2500) 100m 

TPl西壁 TP2東壁 TP4東壁

92OOーロ 口 TP3東壁 TP5東壁

口＂ I 表上。耕作土。
〇 褐灰色粘上。床土。 UI 

ll'褐灰色粘土。 植物繊維多く混じる。 IV 

m 11音灰色粘土。包含枢i相当倍。
IV 青灰色粘土。地山。

゜
(S~I :30) l油

第 16回 畔屋本村遺跡確認調査 調査区対象区位置回・士層柱状模式固
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VI 和田地区
ー経営体育成基盤整備事業和田地区に係る試掘調査一

1 調査に至る経緯

和田地区は柏崎市西山町和田地内に所在する。柏崎市街地からは南へ約 13kmの位置となる。地形的に

は別山中流域に形成された沖積地に立地している。国道 116号に接しており 、現況は水田となる。地区の

南側は標高約 50mの独立した低丘陵であり 、丘陵端部に現和田集落が形成されている。一方、北側には国

道 116号のほか越後線が縦断しており 、西山駅周辺は近代以降に形成された住宅街や小学校がみられる。

調査以前は、地区内および隣接地には周知の遺跡は存在しておらず、追跡の空白地であった。

試掘調査の原因事業は、経営体育成基盤整備事業和田地区である。新潟県（柏崎地域振興局農業振興部）

が事業主体者となるほ場整備事業であり 、令和 2(2020)年度に事業採択を受ける計画となっている。平

成 29(2017)年 1月に事業主体者と埋蔵文化財調査に係る協議を開始した。事業面積は約 llhaであり 、

主に面整備と用排水路工が計画されている。事業範囲内に未周知追跡が存在する可能性があるため、事前

に試掘調査を実施することで協議を進めた。平成 31(2019)年 3月に事業主体者から調査の依頼文が提

出され、事業採択前となる令和元 (2019)年度に試掘・確認調査の実施を依頼された。採択前の段階での

実施計画であることから、事前に地元承諾が得られることを条件に調査実施について了解するものと した。

平成 31(2019)年 4月 3日には造物の散布状況を把握するための現地踏査を先行して実施した。事業

用地の西側から少量の追物が採集された。一方、東側ではごく少量の迫物が採集されただけであった。試

掘・確認調査実施にあたっては、事前に地元地権者説明会に参加し、調査方法や復旧方法など説明したう

えで試掘・確認調査を開始している。文化財保護法の手続きは、令和元 (2019)年 10月 24日付け博第

581号で、新混県教育長宛に文化財保護法第99条の規定による埋蔵文化財発掘調査の報告を行い、25日

から試掘調査を開始した。調査の終了についての報告は、令和元 (2019)年 11月 26日付けt痺第 581号で

県教育委員会に提出している。

2 調査の概要

1)調査の目的と方法

試掘調査の目的は未周知追跡の有無を確認することなどである。調査対象範囲は事業区域全域となり、

対象面積は約 llhaとなる。調査では試掘坑の情報をもとに遺跡の範囲や深度を記録し、工事設計に係る

協議賓料データ作成を行った。

試掘坑の発掘は、バックホー (0.25吋級）を使用した。記録作業は土層深度計測や追構平面図作成、

写真撮影などを調査員で実施した。調査区は大半が水田となるが、次年も耕作を予定しており 、作付け時

において牒耕機の運行に支障が無いよ う、入念に埋戻しを行うこととした。なお、調査にあたっては、地

元代表者から事前に発掘承諾書の提出を受けている。
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第 17図 和田地区試掘調査対象区位置図 (S=1: 10. 000) 

2)調査の経過と試掘坑の概要

調査の経過

(5=1:10,000) 50 

試掘・確認調査は、令和元 (2019)年 10月 25日～ 11月 1日までの延6日間で実施した。調査員は担

当職員を含む延べ 24名（市博物館職員）となる。調査は別山川に隣接する西側から調査を開始した。試

掘坑は計 28ヶ所を発掘し、全体を通し番号とし TP-1~ 28とした。

対象範囲は概ね水田であり翌年も耕作が予定されていた。このため、重機の移動や掘削、復旧に時間が

必要であった。また、埋め戻しには土壌改良剤を使用したため、従来以上に埋め戻しに時間を要した。発

掘面積は 28ヶ所のトレンチを合わせると約 86llfとなる。調査対象区域の面稜は約 llhaであり 、発掘面

和の比率（発掘率）は、約0.1％となる。

発見された遺跡と試掘坑の概要

今回の試掘調査では 1つの辿跡が新たに発見された。現地踏査の際は周囲で追物が僅かに採取されただ

けであった。追跡が発見された試掘坑の概要について以下に記述する。各試掘坑の詳細については、一笠

表（第3表）を参照されたい。

二十刈遺跡 調査対象区東側に位置し、今回の試掘調査で新発見された遺跡である。立地としては沖稼

地に相当するが、周囲より一段高い水田部分であり 、南側は丘陵端部に接している。推定範囲は東西約
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第 18図 和田地区試掘調査 トレンチ配置図 (S=1:6,000) 

50 m、南北約 180mとなる。

TP-15 ・ 17 • 19 • 20の 4つのトレンチで造跡の痕跡が確認された。標高の高い南側の TP-15• 17では迫

構がやや集中して検出され、周辺が辿跡の本体部分と推定される。とくに TP-17では遺物が包含庖内から

約 80点集中出土している。地山は約 45cmと浅い位置で発見され酸化色を呈していた。一方、迫跡推定範

囲の北側となる TP-19では、深度約 95cmで還元化した地山が検出された。このことから追跡の立地には

高低差があるが、中心部は南側の微高地と考えることができる。遣構推定範囲については、調査区外の南

側にも延びる可能性がある。ただし、南側は表土直下から追跡が検出されており 、さらに標高の高い南端

部は掘削を受けている可能性もある。

出土した辿物は全 114点である。弥生時代の土器が大半を占め、古代の土師器と須恵器が少量含まれる。

ピッ トと士坑が発見されていることから、この頃の集落跡と考えられる。なお、遺跡推定範囲では現地踏

査ではごく僅かに追物のみが採集されただけであり、今回の試掘調査がなければ発見できなかった造跡と

いえる。

3)基本層序

確認調査で検出された土屈は概ね 5尼に分類される。

第 I層は表土であり 、水田 ・畑の耕作土となる。第n層は盛土であり 、耕作地の造成に伴い搬入された

土と考えられる。不均ーな色調と土質となる。第m層は灰褐色～灰色粘土である。炭化物を少砧含み、粘

性と締りがみられる。第W}図は炭化物を多く含み暗色を呈する粘土恩である。白色粒を含み黒灰色となる

下恩（第I¥Ib層）と、白色粒を含まず暗灰色となる上層（第Wa層）を分陪した。第Wb附に特徴的に含
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□釦層表土

亡］ 第11層盛土

● 遺物出土

□第m層灰褐色～灰色粘土 ・第IVb陪黒灰色粘土

ビ］ 第IVa層 暗灰色粘土 （白色粒含む） 冒言 第V陪 灰褐色～青灰色粘土（地山）

▲ 遺構検出

第 19図 和田地区試掘調査 基本層序柱状模式図 (S=1:40) 

(1) TP-15 @ TP-17 

゜゚
。 8

 

亡）

゜
(@ TP-19 @ TP-20 

n ゜
゜

」

第 20図 和田地区試掘調査検出遺構見取図 (S=1/40)
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No. 
長さ 幅 面積

土層
遺跡深度 掘削深度 遺物

掲載遺物嵐 遺跡
(m) (m) （パ） (cm) (cm) （個数 ）

I 2. 4 1. 5 3. 60 I. m ・Na・ V 110 

2 1.7 1. 4 2. 38 I・II・ill・IVa 90 
3 2. 2 1. 4 3. 08 I・ II・ Na・ V 65 5 
4 2. 5 1. 5 3. 75 I·Il·fil•IVa 82 
5 2. 3 1. 4 3. 22 I ・W・!Va・V 75 1 
6 I. 8 1 6 2. 88 l・II・ Na・Nb・V 76 

7 2. 1 1. 6 3. 36 I. n ·M•IVa•IVb 91 3 
8 2. 0 1.5 3. 00 I・ ll ・fil・!Va・IVb 72 ， 2. 2 I. 5 3. 30 I. n -m-IVa・IVb・ V 82 1 

10 2. 2 1. 5 3. 30 I.)1．ill・IVa・IVb 73 
11 2. 0 1. 5 3. 00 I・ Il ・fil・IVa・IVb 96 1 

12 1. 9 1. 5 2. 85 I·ll•Na•Nb·V 90 

13 2. 2 1.7 3. 74 I ・fil・Na・Nb・V 68 1 

14 1. 8 1. 5 2. 70 I・II・Na・Nb・V 73 2 
15 2. 1 1. 5 3. 15 I・Il・M・Nb・V -75 89 10 二十刈遺跡

16 1.7 1. 4 2. 38 I ・W・!Va・!Vb 93 

17 2. 3 I. 5 3. 45 I・ Nb・ V -18 50 79 二十刈遺跡

18 I. 8 1. 5 2. 70 I - m•IVa·IVb 87 
19 2. 0 1. 6 3. 20 I ・ID・!Va・!Vb・V -85 106 1 二十刈遺跡

20 2. I ,. 6 3. 36 I ・Il・fil・IVa・IVb・V -62 77 8 二十刈遺跡

21 2. 0 1. 6 3. 20 I・ ill・ Nb・ V 58 2 

22 2. 3 1. 6 3. 68 I・ID・!Vb・V 70 
23 2. 1 1. 6 3. 36 I・ m • Nb・ V 76 
24 1.7 1 -6 2. 72 I・II・ill・IVa・V 92 
25 1.7 1. 5 2. 55 I ·fil•fl/a•f'Jb·V 108 
26 I. 9 1. 5 2. 85 I・ ll ・fil・IVa・IVb 105 
27 2. 1 1. 4 2. 94 I ・Il・ffi・ IVa・IVb・V 96 

28 l. 6 1. 5 2. 40 I ·II•m•IVa·IVb·V 100 

第3表 和田地区試掘調査 トレンチ一覧表

まれる白色粒は軟質であり 、動植物に由来するものと推定される。第IVb陪からは弥生時代を中心とする

遺物が出土している。第V恩は灰褐色～青灰色を呈する粘土である。標高の高い地点では酸化色を呈し、

標高の低い地点では還元化している。混入物を含まず、粘性、締まりが強い。調査対象範囲周辺の地山と

判断された。 本層の上部で造構の有無を確認している。

3 調査のまとめ

今回の試掘調査は、調査対象区内における未周知追跡の有無を把握する目的で実施している。調査結果

は、新たに 1つの辿跡（二十刈追跡）が発見された。二十刈遺跡は沖籾地の微高地に立地し、遺跡範囲は

丘陵裾まで延長すると推定される。追構はヒ°ット、土坑がやや多く発見されている。出土造物は弥生時代

が中心であり 、その頃の集落跡と考えられる。試掘調査に先立って実施した現地踏査では、迫跡付近から

は目立った造物分布はみられなかった。 しかしながら、地下の浅い深度からも追跡の痕跡が確認されてい

る。現地踏査と試掘調査の結果が異なるものとなった事例といえる。

西山町における別山川領域では弥生～古墳時代の遺跡が点在してみられ、本発掘調査も実施されている。

長嶺前田遺跡 ［柏崎市教委 2017]は河川付近に位置し、古墳時代前期の多砿の土器が出土している。畠

田追跡 ［西山町教委 2001]は支流の妙法寺）II付近に位置し、古墳時代中～後期の遺物や竪穴住居などが

発見されている。別山川流域には沖積地を基盤と した生活が継続されていたと考えられ、今後も調査成果

の蓄積が期待される。
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vn 上沢田遺跡隣接地

ー主要地方道柏崎高浜堀之内線道路改良工事に伴う試掘調査 一

1 調査に至る経緯

柏綺市西山町坂田は、柏崎平野の北部を流れる別山川の上流域の支流である坂田川流域を中心とする地

域である。この坂田地区は西山町域の中でも特に遺跡が密集しており、その多くは平成 16(2004)年度

以降に実施した中山間地域総合整備事業（ほ場整備事業）に伴う試掘 ・確認調査によって発見された。坂

田）1|沿いの谷底平野となる沖積地には弥生時代以降、中近世までの様々な時代の遺跡が見つかっており、

低位丘陵上では縄文時代中期の環状集落もある。上沢田辿跡は、平成 16(2004)年度に行った試掘調査

で発見した遺跡で、平成17(2005)年度にほ場整備事業に伴い一部で本発掘調査を行った。この調査では、

中世を主体に古墳時代から近世の迫構や迫物が出土した ［柏崎市教委 2007]。

今回の試掘調査は、主要地方道柏崎高浜堀之内線道路改良工事に伴うものである。柏崎市と長岡市を結

ぶ主要路線であることから交通祉が多く 、車道を拡幅するとともに歩道を新設するものである。当事業に

伴う埋蔵文化財包蔵地の取扱いに関する協誂は平成29(2017)年 2月から行い、坂田遺跡と上沢田遺跡

が対象となった。翌平成30(2018)年度から令和元 (2019)年度は坂田造跡の範囲内で工事が行われ、

柏崎市教育委員会職員が工事に立ち合った。今回の調査対象となる上沢田迫跡隣接地は、令和 2(2020) 

年度から工事に着手する予定で、令和元 (2019)年度に用地取得が完了した。これを受けて、事業予定地

内に遺構や迫物の分布が及んでいるかを事前に確認することを目的に、試掘調査を実施することとなった。

第 21図 上沢田遺跡隣接地試掘調査 対象区位箇図 (S=1: 10, 000) 
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文化財保護法第 99条第 1項の規定による新潟県教育委員会教育長への埋蔵文化財発掘調査の報告は、令

和元 (2019)年 11月26日付け博第 576号で行い、現地作業は同年 12月 10日に実施した。

2 調査の概要

1)調査の目的と方法

試掘調査の主な目的は、道路拡幅範囲内に追構や追物が存在するかを確認することである。当該地では

道路は北西から南東へ向かって通っており 、その南西側には上沢田遺跡の遺構が及んでいることが確認さ

れている。しかし、この南西側の施工地の大部分は隈業用水路が設置されているため試掘調査を行うこと

は困難なため、道路北東側を対象として調査することとした。調査対象地は延長約 195m、幅は 3m前後

で、面積は約 540面である。

調査対象地はほぼ全域で盛土がされており 、特に盛士が厚い個所や既設構造物がある場所は避けて試掘

坑を設定した。基底部までの掘り下げには 0.15 I沼級のバックホーを用い、土恩観察のため壁面の成形や

迫構面の精査は人力で行った。図面や写真といった記録作成を調査担当が行い、これらの作業の終了後に

掘削土により埋め戻しを行った。調査は4カ所の試掘坑で行い、実質調査面和の合計は 12.26 rrf、調査対

象地に占める割合は 2.3％となった。

2)基本土層

調査で確認した土層は大きく 6眉に分けて理解した。0恩は盛土（客士）に関係するものをまとめた。

I同は盛土がされる以前の表土層、II陪は旧水田床土とみられる灰色粘土恩である。m層は包含層上の自

然堆積恩の青灰色シルト層で、ma陪には礫が、mb屈には灰色粘土が混じる。河道の痕跡と考えられる。

1V屈は遺物包含層に相当する暗灰色粘土層で炭化物が少址混じる。V層が遺構検出面に相当する青灰色粘

土層である。ほ場整備に伴う調査ではV層が酸化して黄褐色を呈するところが多かったが、今回の調査地

ではそのような状況は見られなかった。

3) トレンチの概要

各試掘坑の配置、規模と土恩体和の状況、追構検出状況は第 23図のとおりである。追構はTP3のV

恩上面で小規模で浅いヒ°ット 3基、TP4の皿 a恩上面で溝1条を検出した。TP3で検出したピットの

平面形はいずれも不正円形で、半赦を行ったSPlとSP3は確認面からの深さが 10cm程度と浅いもの

である。TP4の溝SDlは幅 1.2m、深さ 20cm程度である。上部中央にやや濁りがある青灰色粘士、

下部に暗灰色粘土が堆積する。ma陪上面にあることから近世以降のものと考えられるが、時期は特定で

きなかった。いずれの調査区でも辿物は出土しなかった。

3 まとめ

今回の調査では、TP3でヒ°ット 3基を検出したものの、他に中世以前とみられる追構は検出されず、

追構の分布はきわめて希衷炉である。また、遺物は出土しなかったことから、今回の試掘調査の結果では上

沢田遺跡の範囲変更は行わなかった。
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珊郷ヶ原遺跡（第 2次）

ー集落道改良工事に係る第2次確認調査一

1 調査に至る経緯

郷ヶ原遺跡は柏綺市大字山口字郷ヶ原ほかに所在する。市街地から南方へ約 8kmに位置し、周囲は中山

間に営まれた田園地帯となる。鵜川中流域に位置し、米山山塊からは分断された低丘陵上に立地する。鵜

JI|中流域の左岸側には独立した低丘陵が数ヶ所に点在している。これらの地形は、米山から連なる丘陵の

末端部付近が小河川により開削されて形成されたと推定される。遺跡は南北に長い独立した丘陵の南西側

緩斜面に位佃し、楳高は 35~ 40 mを測る。昭和 58(1983)年に新潟県教育委員会が実施した分布調査

で発見された遺跡で、縄文時代後期の土器と中世陶磁器が採取されている。現況は畑、山林等であり 、推

定範囲は南北約 450m、東西約 150mと広範囲が想定されている。北側は低丘陵となるが、南側について

は沖和地に相当し、異なった地形に 1つの遺跡範囲が想定されている。平成 26(2014)年、民間工事に

伴い当遺跡北西側隣接地で試掘調査を実施している。令和元 (2019)年 7月には、遺跡推定範囲内で県営

かんがい排水事業に伴う確認調査を実施した（本書第III章参照）。これらの調査では遺跡の存在は確認で

きなかった。

当該調査の原因工事は山口（その 1)集落道改良工事であり 、事業主体は柏崎市となる。既存の集落道

を拡幅し除雪可能な道路とするための工事である。平成28(2016)年 3月に市担当課の農林水産課と協

議を行った。拡幅幅が lm以上となる箇所が計画されているため、事前に確認調査を実施して遺跡の内容

を把握する必要があると判断された。令和 2(2020)年度に工事実施が計画され、令和元 (2019)年度末

頃に用地買収が進んだため、急きょ同年度内の調査実施に向けて準備を行った。

当該調査実施にあたっては、令和2(2020)年 3月 4日付け博第 604号で文化財保護法第 99条に基づ

く発掘調査の報告を県教育委員会に提出し、3月 11日に確認調査を実施した。終了報告は 3月 ］8日付け

博第609号で県教育委員会に提出した。

2 調査の概要

1)調査の目的と方法

確認調査の目的は、道路拡幅部分における辿跡の広がりなどを把握することである。調査対象範囲は、

新規拡幅が幅 lmを超える部分である。調査区の現況は、西側が山林であり、東側は宅地となる。山林や

宅地の現道1協には立木が多く現存しており、発掘可能な範囲は数ヶ所に限定された。

試掘トレンチの発掘は小型バックホー (0.15吋級）を使用し、対象範囲内の任意の位四 7ヶ所に設定

した。立木の問にトレンチを設定しているため、 トレンチの大きさは制限を受けた。調査対象区の面積は

約 748m2ある。発掘した 7つのトレンチの合計面積は約 13.9面であり、調査対象面積に対する発掘面積

の比率 （発掘率）は約 l.9％となる。
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第25図郷ヶ原遺跡 （第2次）確認調査 対象区位置図 (S=1: 10, 000) 

2)調査の経過と試掘坑の概要

第2次確認調査は、令和 2(2020)年 3月 11日の 1日間で実施した。調査員は担当職員を含む5名と

なる。天候は午前が暴りであったものの、午後は雨となった。調査対象範囲内に 7ヶ所の試掘トレンチを

設定し、西端から東側に調査を進めていった。

TP-1 調査区の西端に設定した。現況は畑である。 トレンチの大きさは、幅約 1.2m、長さ約 2.7mで

ある。耕作土の下、深度約 25cmで酸化色となる灰褐色粘土が検出された。混入物がみられず締まりもあり、

低丘陵における地山と判断された。遺構・遺物は発見されなかった。

TP-2 TP-1の東側約 15mに設定した。現況は畑である。 トレンチの大きさは、幅約 1.4m、長さ約 2.4

mである。耕作土の下には瓦礫混じりの盛土が厚く堆稜しており、深度約85cmまでおよんでいた。地山

は灰色を呈する粘土であり 、やや遠元化していた。畑地造成に伴い盛土がなされた地点と考えられる。辿

構・追物は発見されなかった。

TP-3 ~ TP-5 TP-2の東側に 3つのトレンチを設定した。3つの トレンチ周辺の現況は山林であり、立

木の隙開にトレンチを発掘した。TP-3は幅約 1.2111、長さ約 1.6mで、深度約 20cmで地山となる黄灰色

粘土が検出された。TP-4は幅約 LOm、長さ約 1.5mであり、深度約 35cmで地山が発見されている。

TP-5は幅約 1.0m、長さ約 1.2mであり、深度約 40cmで地山が検出された。上部約 10cmは漸移層とと

らえられる土屈となる。何れのトレンチも丘陵の堆和状況を示すものであり、撹乱や盛士確認できなかっ
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TP-1 TP-2 TP-3 TP-4 TP-5 TP-6 TP-7 
0 cm― | l I I 

こロ
lJ 

修疇 I

-50 cm― 

1%;疇 I
-100 cm― 

凡例

こ］第I層 表土

□第II層 盛土

疇 第m層 黄灰色粘土 （地山）

第27図郷ヶ原遺跡（第2次）確認調査 基本層序柱状模式図 (S=1:20) 

た。追構・追物についても発見されなかった。

TP-6 • 7 調査区の東側に 2つのトレンチを設定した。現況は宅地の庭となるが、道路付近には立木が

存在した。 TP-6は規模が幅約 1.1 m、長さ約 l.5 mである。丘陵の堆放状況が確認され、深度約 30cmで

地山が確認された。 TP-7は規模が幅約 0.8m、長さ 1.5 mとなる。宅地に伴う撹乱が深度約 60en]までお

よんでいた。2つのトレンチから辿構・遣物は確認できなかった。

3)基本層序

確認調査で検出された士層は概ね 3層である。

第 1層は現表土である。 TP-1• 2では耕作土となる。腐植物や炭化物を多く含む。第Il恩は盛士・整地

層である。瓦礫などを含み畑地となる TP-2でのみ確認された。第III陪は黄灰色～灰色粘土であり、炭化

物等の混入物を含まない。第 1次確認調査の地山（第 1次確認調査、第1V層）に含まれる礫もみられず、

丘陵上部に堆積する地山を示すものと判断される。本層の上面付近で遺構確認を実施している。

3 調査のまとめ

第2次確認調査における対象区は、西側の一部が遺跡推定範囲内に含まれるものであった。調査結果と

しては、全 7ヶ所のトレンチから辿構 ・辿物は発見されなかった。よって、対象区内から追跡の存在は確

認することはできなかった。土層堆租状況から、概ね丘陵地における浅い堆積状況がみられ、第 1次確認

調査対象区にみられる礫の堆積は確認できなかった。礫の堆和は扇状地や沖租地、低丘陵の縁辺部にその

広がりがあると推定される。同 (2019)年度 7月、追跡推定範囲西側で実施した第 1次確認調査でも、遣

跡の広がりを確認することはできなかった。今後の新たな調査結果を待ち、追跡推定範囲の見直し等を検

討する必要があろう。
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IX 総 括

第 30期となった令和2(2020)年度の柏崎市内迫跡発掘調査事業では、当該年度の試掘調査・確認調

査の現場業務のほかに、令和元 (2019)年度に実施した 7件の調査について整理業務を継続し、報告密と

して本告を作成した。報告密に掲載した計 7件の調査の内訳は、試掘調査 3件、確認調査 3件、工事立会

1件である。

試掘調査では、黒滝地区（第w章）で堂山追跡の 1迫跡が新発見された。また、和田地区（第VI章）で

は二十刈迫跡の 1迫跡が新発見された。広域な試掘対象範囲から未周知辿跡が発見される結果となった。

一方、上沢田遺跡（第Vll章）では造構・辿物ともに発見されなかった。

確認調査では、畔屋本村追跡（第w章）で遺物が少量出土した。遺構は発見されなかった。郷ヶ原遺跡

では、県営かんがい排水事業と集落道改修工事に伴い 2件の調査を実施している（第IlI章、第VllI章）。2

つの調査ともに追栴 ・遺物は発見されておらず、迫跡の実態は不明確となる。 3件とも狭小な確認調査対

象範囲であり、追跡の内容を把握するには至らなかった。

工事立会は毎年多く実施されているが、大割追跡（第11章）では迫構・追物がまとまって発見され記録

を取ったことから、本害に調査内容を掲載した。追構が検出された範囲は、事業主体者と協識を経て設計

変更されることとなった。

以上の成果は、各調査は限られた範囲や期間で実施されたものであるが、記録賓料の蓄積は柏崎市の歴

史を理解するための足掛かりとなるものである。埋蔵文化財保護行政の基本ともいえる、試掘調査・確認

調査等で得られる成果は、埋蔵文化財の保護に欠かせないものである。本事業が果たす役割は大きいとい

えよう。
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所収辿跡名 種別 上な時代 主な辿構 主な辿物 特記＇l[項

弥生時代 ・ 辿構が多く発見された範囲に対し、事業

大割追跡 占瑣時代 ・
ピット ・土坑

上訓i器 ・須恵器 主体者と協議を行い保護盛土の措骰（設

古代
溝 • 井戸跡

計変更）を行った。

郷ヶ原追跡（第 1次） なし なし

中世 ・占代
土師器 ・須恵器 盆山迫跡が新たに発見された。

黒滝地区 ピッ ト • 井戸跡
珠洲焼 直畷辿跡 ・黒滝館跡の範囲を変更した。

畔屋本村迎跡
古瑣時代 ・

なし 土hli器
占代

弥生時代 ・ 弥生」⇒．器
和1I1地区 集惰

古代
ピット ・士坑

士師器 ・須恵器
二十刈辿跡が新たに発見された。

_I::沢田迎跡隣接地 ピット なし

郷ヶ脱追跡（第2次） なし なし

本害は、国県の補助事業である市内辿跡発掘調査事業で作成した第 30期の報告芯で

ある。令和元 (2019)年度に実施した試掘調杏等の6辿跡等7件の報告を収録した。

7件の調杏では、 4件の調査で迫跡の痕跡を確認した。 これにより、 2辿跡が新たに

要 約 発見され、周知の 4追跡の内容を確認することができた。他の 3件の調杏では、迫跡

の痕跡を確認することはできなかったが、関係するデータを多く集めることができた。

試掘瀾査等で得られる資料は、埋蔵文化財の保誰に欠かせないものであり、

本事業が果たす役割は大きいといえよう。
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